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　11 月 22 日に高千帆小学校で，山口県教育委員
会主催の「理科授業づくり研修会」が行われました。
参加者は山陽小野田市，宇部市，美祢市合わせて 58

校 61 人の先生方です。
　体育館での公開授業のあと，理科の指導の仕方や各校
の課題、今後必要な取り組みなどについてグループ協議
が行われました。「どうしたら子どもたちが，実験や観察
の楽しさを味わいながら，科学的な見方や考え方を身に
付けることができるか」などについて，意見が交わされ，
よりよい授業づくりに向けて，有意義な研修会となりました。

【問い合せ先】 学校教育課（☎ 82-1201）

『先生も学んでいます 〜理科授業づくり研修会〜』

▲食塩の溶け方を観察する子どもたちの様
子を先生方がじっと見守っています。

1月17日は「防災とボランティアの日」

　「防災とボランティアの日」は，
平成 7 年 1 月 17 日に発生した「阪
神・淡路大震災」を契機に定めら
れたものです。
　昨年 3 月 11 日の「東日本大震災」で多くの地
域が被害を受け，現在も復興に向けて多くの人々
がボランティア活動をしています。みなさんも，
災害時の対応やボランティア活動について考えて
みませんか。「みんなのまちはみんなで守ろう」を
合い言葉に“災害に強いまち”をつくりましょう。

　消防隊員は，一刻も早く火災などの災害現場
に急行し，被害を最小限とするため消防活動を
行います。また救急隊員は，応急処置を行い，
病人等を速やかに医療機関へ搬送しなければな
りません。そのため，消防自動車や救急自動車
は緊急時にサイレンを鳴らしながら走行します。
これは法律で「緊急走行」として一般の車両より
優先して走行することが認められています。消
防自動車，救急自動車の円滑
な「緊急走行」のために，み
なさん一人ひとりのご理解と
ご協力をお願いします。

消防自動車等の緊急走行に対する
ご理解とご協力を
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中学 3 年生までの子どもを養育してい
る人に手当を支給します。
◎支給月額 ( 一人あたり )
　3 歳未満　15,000 円
※ 3 歳以降は，金額が変わります。
◎申請手続き　印判，申請者の健康保険

証，申請者名義の口座番号の分かるも
のを持参し，認定請求の手続きをして
ください。出生日や転入日の翌日から
15 日以内に手続きをすれば，翌月分
から支給となります。

◎申請場所
　こども福祉課，山陽総合事務所市民窓口

課，南支所，埴生支所，公園通出張所

子ども手当

小学校就学前までの乳幼児の医療費を助
成します。ただし，所得制限があります。
◎助成内容
　保険診療（通院・入院・調剤）の自己負担分
◎申請に必要なもの
　印判，乳幼児の健康保険証，所得課税

証明書（転入者のみ）
◎申請場所
　こども福祉課，山陽総
   合事務所市民窓口課，
　埴生支所

乳幼児医療費助成


